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協会けんぽの電子申請がスタートします

ホームページはこちらから !

緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう!

　令和 8 年 1 月からオンラインで各種給付金の申請ができる電子
申請がスタートします。電子申請は郵送に係る手間が必要ないこ
とや、申請後の処理状況がオンラインで確認できること等、メリッ
トがたくさん！ぜひご利用ください。詳しくはこちらのホームペー
ジをご覧ください。

　夜間や休日は緊急性の高い重症患者や入院患者に対応する時間
帯です。この時間帯での受診は自己負担が増加するとともに緊急
で治療が必要な方の治療機会を奪うことになります。やむを得な
い場合を除き、診療時間内に受診するようにしましょう！
　加算額の対象となる日時と加算額は下の表をご覧ください。

加算額の対象

休日加算

時間外加算

深夜加算

初診料 再診料

22 時～翌 6時 ＋1,440 円 ＋1,260 円

平日：概ね 6~8時／ 18~22時
土曜：概ね 6~8時／ 12~22時

＋260円
（＋690円）

＋200円
（＋540円）

日曜日・祝日 ＋750円 ＋570円

加算額（３割負担の場合）

（　）内は緊急病院などの場合の額です。



第三者行為による傷病届の
詳細はこちらから !

交通事故（他人との接触事故や
自損事故での同乗者の場合も含む）

他人の飼い犬にかまれたとき 暴力行為でケガをしたとき

～なぜ届け出が必要なの？～

「第三者行為による傷病届」の提出が必要な場合

第三者による行為が原因で健康保険を利用する場合は、
「第三者行為による傷病届」をご提出ください

　第三者の行為によるケガ・病気の治療費は本来、加害者が負担す
べきものです。そのため、これらの治療にあたり健康保険を利用す
る場合は、協会けんぽが後日、加害者（加害者が加入する損害保険会
社）に対して医療費を請求します。そのために「第三者行為による傷
病届」が必要となります。

　健康保険を利用して治療を受けた場合、協会けんぽが加害者
に対して医療費の請求をしますが、当事者間で示談をしてしま
うと、加害者への請求ができなくなるため健康保険を利用した
治療や保険給付が受けられなくなる場合があります。示談をす
る前に必ず協会けんぽへご連絡をお願いします。

示談は慎重に!


